
 

 

 

 

 

  
 

 

大運動進行中 

「地域医療を守り、医療・介護・福祉、公衆衛生の拡充を求める 

意見書の採択を求める陳情書」4自治体で採択される 

 

 

国民健康保険料コロナ減免 

今期も引き続き実施。財源は？ 

 

自治体アンケート 

 2021年版完成しました。 

 今年もアンケートが完成しました。

現在各団体配布中です。昨年を上回る

自治体から回答を頂いてます。今後、

自治体キャラバン等で活用ください。

追加のご相談ありましたら事務局ま

でお尋ねください。 
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 ３月１４日に「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者

等に係る国民健康保険料（税）の減免等について」の通達（事務連絡）が厚労省より

だされました。今回、コロナ減免は継続されるものの、財源については、全額国の負

担ではなく、市町村の負担も発生するような内容になっているとの情報もあります。

今後注視して行く必要があります。  

 

 

 

 

 
 

福岡県社保協では、2月に県内６０自治体宛に

「地域医療を守り国への意見書採択を求める

陳情書」を発送、提出しました。２月の口頭陳

述（小竹町）、委員会等を通過し、現時点で、

鞍手町・小竹町・飯塚市・糸田町の各本会議で

採択されました。 

 

採択された意見書は、内閣総理大臣、厚生労

働大臣、財務大臣、財務大臣、文部科学大臣学

大臣、総務大臣に送付提出されました。 

 

 


